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【手続補正書】
【提出日】令和2年10月30日(2020.10.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造が、下記式I、

（式中、
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　Y-は、医薬的に許容可能なアニオンである。）
に示す構造に相当する化合物又はその医薬的に許容可能な塩。
【請求項２】
　構造が、下記式Ia、

（式中、Y-は、医薬的に許容可能なアニオンである。）
に相当する、請求項１に記載の化合物又はその医薬的に許容可能な塩。
【請求項３】
　構造が、下記式Ib、
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（式中、Y-は、医薬的に許容可能なアニオンである。）
に相当する、請求項１に記載の化合物又はその医薬的に許容可能な塩。　
【請求項４】
　構造が、下記式Ic、

（式中、Y-は、医薬的に許容可能なアニオンである。）
に相当する、請求項１に記載の化合物又はその医薬的に許容可能な塩。
【請求項５】
　生理学的に許容可能な希釈剤に溶解又は分散された、抗菌量の請求項１～４のいずれか
１項に記載の化合物又はその医薬的に許容可能な塩を含む医薬組成物。
【請求項６】
　細菌感染哺乳動物を治療するための医薬組成物の製造における、請求項１～４のいずれ
か１項に記載の化合物又はその医薬的に許容可能な塩の使用。
【請求項７】
　前記細菌感染哺乳動物を感染させる細菌が、グラム陽性菌である、請求項６に記載の使
用。
【請求項８】
　前記グラム陽性菌が、黄色ブドウ球菌(S. aureus)、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(S.
 aureus)(MRSA)、VanAフェカリス菌(E. faecalis)、VanAフェシウム菌(E. faecium)、及
びVanBフェカリス菌(E. faecalis)の1つ以上から成る群より選択される、請求項７に記載
の使用。
【請求項９】
　前記化合物が、その構造が、下記式、
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（式中、Y-は、医薬的に許容可能なアニオンである。）
に相当する化合物又はその医薬的に許容可能な塩である、請求項６に記載の使用。
【請求項１０】
　前記化合物が、その構造が、下記式、

（式中、Y-は、医薬的に許容可能なアニオンである。）
に相当する化合物又はその医薬的に許容可能な塩である、請求項６に記載の使用。
【請求項１１】
　前記化合物が、その構造が、下記式、
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（式中、Y-は、医薬的に許容可能なアニオンである。）
に相当する化合物又はその医薬的に許容可能な塩である、請求項６に記載の使用。
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